
　市会には、定期的に招集される定例会と、必要がある場合にその案件に
限り招集される臨時会とがあります。
　市会では、条例により定例会の回数を年4回と定め、通例として2月、5月、
9月、11月に招集されています。定例会も臨時会も招集をするのは市長の
権限ですが、議長が市会運営委員会の議決を経て招集を請求した場合及び
議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、市長は臨時会
を招集しなければなりません。また、議長等の臨時会の招集請求に対して
長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。
　定例会及び臨時会では、初めに会期が定められ、原則としてその会期中に
本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。

定例会と臨時会

　本会議は、議員全員で構成され、市会の意思を決定する会議です。市会に提
出された議案や市会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議におい
て議決されます。
　議員は招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員
が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。
　本会議では、提案された議案についての説明や質疑、賛成・反対意見の表明、
そしてその議案を認めるかどうかの採決などが行われます。
　また、議員が、市政全般の施策等について、市長などの考えを問いただす一
般質問を行うのを通例としています。

本会議

※陳情件数は、付託された数ではなく、委員会での結論が本会議で報告された数です。

市長提出案件 議員提出案件 その他の案件

条
　
例

予
　
算

決
　
算

計
　
画

契
　
約

そ
の
他

条
　
例

そ
の
他

選
　
挙

請
　
願

そ
の
他

合
　
計

陳
　
情

（
報
告
）
※

意
見
書
・

決
議

■ 本会議付議等件数一覧

横浜市議会基本条例の制定
　「議会基本条例」とは、議会と議員の役割・活動原則、市民と議会、議会と市長と
の関係など、議会に関する基本的なルールを定める条例です。
　近年、「地域のことは地域が決める」という地方分権社会への転換が進められ、
日本最大の人口を有する市である本市においても、大都市特有の課題をはじめ
とした多くの市政課題が複雑高度化するなか、横浜市会が市長等への監視や評
価、政策立案などの役割を果たすことが一層求められています。
　そこで、横浜市会は市会及び市会議員が果たすべき役割を明確にし、議会に関
する基本的な事項を定め、これを市民と共有することにより、より豊かで潤いのあ
る市民生活の実現を図ることを目的に、２年間にわたる横浜市会基本条例の制定
に関する調査特別委員会での調査・検討、市会運営委員会における協議・市民意見
募集を経て、横浜市議会基本条例を制定しました（平成２６年２月２１日議決、４月１
日施行）。

横浜市議会基本条例で規定する主な内容

○議会・議員の役割・活動原則 ○議会運営の原則
○市民と議会との関係 ○議会と市長との関係
○議会の災害対応 ○議会の体制整備
○政治倫理等 ○他の条例等との関係、見直し等

横浜市議会基本条例の主な特徴

○議会の議決すべき事柄（議決事件）を①基本構想、②基本計画、
③各分野における基本的な計画等（市政の各分野における政策
及び施策の基本的な方向を定める、期間が３年以上で特に重要
な計画等）にまで拡大

○区行政との関わりとして、個性ある区づくりの推進に係る予算や
区の主要事業について、区において選出された議員でつくる区づ
くり推進横浜市会議員会議で協議することを規定

 令和4年度 43 55 24 4 15 76 2 5 0 10 10 17 261 22

 令和3年度 45 47 24 0 14 92 5 9 3 10 13 21 283 23

 令和2年度 49 53 24 3 22 83 2 10 2 10 62 18 338 23

市
会
の
構
成

市
会
の
運
営

10 11
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委員会
常任委員会

　本会議ですべての議案等をきめ細かく審議することは効率的ではない
ので、市の執行機関の所管局別に8つの常任委員会を設置し、議案や請
願・陳情などの審査を行っています。議員は原則1つの委員会に所属し、
委員の任期は1年で、各委員会にはそれぞれ委員長1人と副委員長2人
がいます。常任委員会は、市会閉会中（会期以外の期間）にも、所管する局
の事業などについて、調査・研究するなどさまざまな活動を行っています。

　市会運営委員会は、各会派の意見を調整する場として設置され、各
交渉会派（所属議員5人以上）の代表者によって市会運営上のさまざ
まな事項に関して協議が行われています。また、市会に関する条例な
どの議案や請願・陳情などの審査も行っています。委員の任期は1年
で定数は16人としており、委員長1人、副委員長2人のほか、各交渉会
派1人ずつの理事がいます。

　特別委員会は、付議事件（市会の議決によって定められた市政の特定
の問題）について審査あるいは調査・研究するため、必要に応じて設置さ
れる委員会です。現在、7つの特別委員会が設置されており、各特別委員
会では、付議事件の調査・研究を目的として、委員間の意見交換、事例視
察や参考人意見聴取などを行っています。また、このほかに毎年、当初予
算及び決算の審査を行うために、それぞれ予算第一・予算第二特別委員
会及び決算第一・決算第二特別委員会が設置されるのが通例です。

市会運営委員会

特別委員会

　当初予算を審議する第1回定例
会を除く通常の定例会の流れは、
下の図のようになっています。

　市会には、本会議と各委員会の
ほかにも、必要により開かれる会
議があります。その一つに全員協議会があります。
　全員協議会は、市政上の重要な問題について検討するために議
員全員が集まって開かれる会議です。議案などの審議・審査は行
わず、市長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたり
します。

会議の流れ

その他の会議

会議の流れ

本　会　議

本　会　議

委　員　会

開　会 議案上程 議案説明 質　疑 委員会付託 一般質問
原則として議
員定数の半数
以上の出席を
必要とし、議長
の開会宣告に
より市会の活
動が始まります。

　各常任委員会では本会議で付託された議案や請願などについて、執行機関から詳しく
説明を受けたり、質疑を行うなど専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、
反対すべきかを決定します。

開会日に議案
が提出されます。
議案を議題と
することを上
程といいます。

提案者は提出
議案の内容と
提案理由につ
いて説明をし
ます。

議案について、
議員が質問を
し（質疑）、提
案者がこれに
答えます（答弁）。

議案などを詳
細に審査する
ために、関係
の常任委員会
などに付託し
ます。

議員が市政全
般の施策等に
ついて質問し、
市長などが答
えます。

委員会報告 討　論 議　決 閉　会

委員会が終わる
と再び本会議を
開き、各委員会
での審査の結果
について報告さ
れます。

議案などについ
ての賛成・反対
の意見が述べら
れます。

討論が終了し、
すべての意見が
出たところで議
案・請願などに
ついて賛成か反
対かの議決を行
います。

議長の閉会宣告
で市会の活動は
終わります。

基本計画特別委員会
　令和４年第４回市会定例会において、「横浜市中期計画2022～2025」を審
査するため、議員全員から成る基本計画特別委員会を設置しました。この議案
は、同委員会で審査されたのち、本会議において議決されました。
　「横浜市中期計画2022～2025」には、2040年頃の横浜のありたい姿とし
て、共にめざす都市像「明日をひらく都市」が描かれ、その実現に向けた基本戦略
として、「子育てしたいまち　次世代を共に育むま
ち　ヨコハマ」が掲げられています。その上で、今
後10年程度の9つの戦略と４年間に重点的に取
り組む38の政策及び行財政運営、大都市制度や
DXの取り組みなどがとりまとめられています。
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重要政策の立案・
調整、市政運営の
基本方針、男女共
同参画、基地対策、
横浜市立大学、行
政改革、危機管理、
財務、デジタル化
の推進などの仕
事について審査し
ます。

委 員 会 名 政策・総務・財政
委 　 員 　 会

所 管 事 項

定　　　数

委　員　長

副 委 員 長

副 委 員 長

11

横山勇太朗（自）

斉藤　伸一（公）

麓　　理恵（立）

青木　亮祐（自）

伊波俊之助（自）

酒井　　誠（自）

横山　正人（自）

髙橋　正治（公）

大岩真善和（立）

柏原すぐる（維）

古谷　靖彦（共）

国際政策、企業の
誘致、中小企業の
経営支援、雇用・就
業対策、消費生活、
港湾施設の整備、
港の振興などの
仕事について審
査します。

国際・経済・港湾
委　　員　　会

11

藤代　哲夫（自）

伏見　幸枝（自）

藤崎浩太郎（立）

おさかべさやか（自）

斉藤　達也（自）

田野井一雄（自）

市来栄美子（公）

仁田　昌寿（公）

谷田部孝一（立）

いそべ尚哉（維）

二井くみよ（民）

情報公開、人権施
策、市民協働、区
政支援、広聴、に
ぎわい創出、観光・
MICE振興、スポ
ーツ振興、文化振
興、火災予防、防
犯対策、救急、消
防などの仕事につ
いて審査します。

市 民・にぎわ い
スポーツ文化・消防
委　　員　　会

11

坂井　　太（維）

鴨志田啓介（自）

木内　秀一（公）

黒川　　勝（自）

小松　範昭（自）

瀬之間康浩（自）

尾崎　　太（公）

大山しょうじ（立）

田中　ゆき（立）

深作　祐衣（民）

太田　正孝（太）

青少年育成、保育
所整備、児童福祉、
学校教育、生涯学
習などの仕事につ
いて審査します。

こども青少年・教育
委　　員　　会

11

山浦　英太（立）

長谷川　磨（自）

安西　英俊（公）

清水　富雄（自）

増永　純女（自）

山田　一誠（自）

久保　和弘（公）

かざまあさみ（立）

伊藤くみこ（維）

みわ智恵美（共）

井上さくら（井）

委　　　員

●常任委員会一覧　（令和5年5月17日現在）

地域福祉、障害者
福祉、高齢者福祉、
健康増進、疾病予
防、食品衛生、感
染症対策、医療政
策、地域医療、市
立病院の経営な
どの仕事につい
て審査します。

健康福祉・医療
委　　員　　会

11

竹内　康洋（公）

福地　　茂（自）

中山　大輔（立）

佐藤　　茂（自）

鈴木　太郎（自）

渡邊　忠則（自）

中島　光徳（公）

長谷川えつこ（立）

関　　嵩史（維）

大和田あきお（共）

こがゆ康弘（民）

地球温暖化対策、
環境影響評価、農
業振興、公園・下
水道の整備、ごみ
の減量化・資源化
などの仕事につ
いて審査します。

温 暖 化 対 策・
環境創造・資源循環
委　　員　　会

10

磯部　圭太（自）

東　みちよ（自）

宇佐美さやか（共）

梶村　　充（自）

白井　亮次（自）

竹野内　猛（公）

越久田記子（立）

森ひろたか（立）

田中　紳一（維）

輿石かつ子（無）

都市計画の策定、
住宅政策の調整、
建築物の確認、開
発の許可、総合交
通計画、駐車場対
策、市街地開発事
業、道路や橋りょう
の整備、河川の整
備、交通安全対
策、放置自転車対
策などの仕事につ
いて審査します。

建築・都市整備・道路
委　　員　　会

11

高橋のりみ（自）

川口　　広（自）

くしだ久子（維）

渋谷　　健（自）

松本　　研（自）

山下　正人（自）

行田　朝仁（公）

武田　勝久（公）

花上喜代志（立）

白井　正子（共）

坂本　勝司（民）

水源の確保、水質
対策、配水施設の
管理、水道施設の
整備、市営バス路
線の整備・運行管
理、市営地下鉄の
建設・運行管理な
どの仕事につい
て審査します。

水 道・交 通
委 　 員 　 会

10

荻原　隆宏（立）

大桑　正貴（自）

遊佐　大輔（自）

佐藤　祐文（自）

関　　勝則（自）

福島　直子（公）

望月　康弘（公）

髙田　修平（立）

山田桂一郎（維）

大野トモイ（ト）
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●特別委員会一覧　（令和5年5月17日現在）

米軍施設の跡地
利用及び早期全
面返還の促進等
を図ること。

基　地　対　策
特 別 委 員 会

12

青木　亮祐（自）

渡邊　忠則（自）

山田桂一郎（維）

遊佐　大輔（自）

横山　正人（自）

横山勇太朗（自）

竹内　康洋（公）

福島　直子（公）

荻原　隆宏（立）

髙田　修平（立）

宇佐美さやか（共）

こがゆ康弘（民）

減災及び防災対
策の推進に関す
ること。

減災対策推進
特 別 委 員 会

13

竹野内　猛（公）

山下　正人（自）

田中　ゆき（立）

佐藤　祐文（自）

白井　亮次（自）

伏見　幸枝（自）

藤代　哲夫（自）

斉藤　伸一（公）

武田　勝久（公）

谷田部孝一（立）

伊藤くみこ（維）

大和田あきお（共）

二井くみよ（民）

オープンイノベー
ション等による企
業支援や誘致促
進、グローバル都
市の実現、文化芸
術創造都市や観
光・MICEの推進
等に関すること。

12

田中　紳一（維）

斉藤　達也（自）

行田　朝仁（公）

川口　　広（自）

清水　富雄（自）

瀬之間康浩（自）

福地　　茂（自）

市来栄美子（公）

中山　大輔（立）

山浦　英太（立）

関　　嵩史（維）

大野トモイ（ト）

新 た な
都市活力推進
特 別 委 員 会

委 員 会 名

付 議 事 件

定　　　数

委　員　長

副 委 員 長

副 委 員 長

都市の成長の基
盤を支える魅力と
活力ある郊外部
のまちづくりに関
すること。

12

山田　一誠（自）

渋谷　　健（自）

長谷川えつこ（立）

磯部　圭太（自）

佐藤　　茂（自）

長谷川　磨（自）

安西　英俊（公）

木内　秀一（公）

越久田記子（立）

いそべ尚哉（維）

みわ智恵美（共）

坂本　勝司（民）

委　　　員

議会の運営に関
する事項、議会の
会議規則、委員
会に関する条例
等に関する事項、
議長の諮問に関
する事項。

市 　 　 　 会
運 営 委 員 会

16

大桑　正貴（自）

望月　康弘（公）

荻原　隆宏（立）

青木　亮祐（自）

黒川　　勝（自）

高橋のりみ（自）

伏見　幸枝（自）

山田　一誠（自）

横山勇太朗（自）

木内　秀一（公）

竹野内　猛（公）

田中　ゆき（立）

藤崎浩太郎（立）

田中　紳一（維）

山田桂一郎（維）

みわ智恵美（共）

委 員 会 名

協 議 事 項

定　　　数

委　員　長

副 委 員 長

副 委 員 長

委　　　員

行政のデジタル化
の推進による、市
民サービスの向
上及び業務の効
率化に関すること。

13

大岩真善和（立）

黒川　　勝（自）

関　　勝則（自）

おさかべさやか（自）

鴨志田啓介（自）

鈴木　太郎（自）

久保　和弘（公）

髙橋　正治（公）

かざまあさみ（立）

麓　　理恵（立）

坂井　　太（維）

白井　正子（共）

深作　祐衣（民）

デジタル化推進
特 別 委 員 会

運動による介護予
防等あらゆる世代
の健康づくり及び
大規模スポーツイ
ベント開催やスポ
ーツ関連施設の
整備等スポーツの
振興に関すること。

12

小松　範昭（自）

酒井　　誠（自）

中島　光徳（公）

田野井一雄（自）

増永　純女（自）

松本　　研（自）

尾崎　　太（公）

大山しょうじ（立）

花上喜代志（立）

くしだ久子（維）

太田　正孝（太）

輿石かつ子（無）

健 康 づ く り
・スポーツ推進
特 別 委 員 会

郊 外 部
再 生・活 性 化
特 別 委 員 会
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伊波俊之助（自）

仁田　昌寿（公）

森ひろたか（立）

東　みちよ（自）

大桑　正貴（自）

梶村　　充（自）

高橋のりみ（自）

望月　康弘（公）

藤崎浩太郎（立）

柏原すぐる（維）

古谷　靖彦（共）

井上さくら（井）

大都市制度の早
期実現を図るとと
もに、その実態に
対応する行財政
制度の確立を目
的とし、これを強
力に促進すること。

大都市行財政制度
特 別 委 員 会

●市会運営委員会　（令和5年5月17日現在）



傍聴の方法  本会議は公開されており、誰でも傍聴
することができます。
傍聴を希望される方は、本会議当日に
市会議事堂３階の傍聴受付で傍聴券の
交付を受けてください。受付は開会30
分前から開始し、傍聴券の交付は先着
順となります。（本会議場傍聴席数：
216席（うち車いす席８席））
※お子様連れ等で本会議傍聴を希望さ
　れる方は、「親子傍聴室」（２部屋）の利用ができます。受付の
　際にご利用をお申し出ください。

　委員会も傍聴することができます。傍聴手続きは本会議の傍聴
と同様ですが、傍聴受付開始前に傍聴希望者が定員を超えた場合
には抽選となります。定員は、各委員会室及び運営委員会室が
20席、大会議室が40席（ただし、部屋を仕切って使用する場合
は、30席）となります。
※各会議の傍聴の際には、受付時に配布する注意事項をご確認の
　うえ傍聴をお願いします。
　なお、本会議や委員会については市会議事堂内のモニターテレ
ビで中継を視聴できます。特に手続きは必要ありませんので、当
日市会議事堂までお越しください。

市民の権利と義務
　市民には、市政を自らの手で進めていくうえでの基本的な権利と義務があ
ります。
　まず、市の公共財産をみんなで使用し、市の公共サービスを受ける権利が
あると同時に、市の条例を守ったり市税を納めるなどの義務があります。
　また、市民には市政に参加する権利（参政権）があります。参政権として
は、選挙に参加する権利のほか、直接請求権として、市の条例の制定・改正
などや市の仕事の監査を請求する権利などがあります。さらに市長・市会議
員などの解職や市会の解散を求めることもできます。

会議の原則

定足数の原則

過半数の原則

会議公開の原則

　民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議
原則があります。

　会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出
席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を
定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上
となっています。

　議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議
長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数に
なったときには議長が決定します。

　本会議は、原則として公開することになっています。公開と
は、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなど
の報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるととも
に、会議録を公開することです。
　ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、
秘密会として非公開にすることができます。

　議会は会期ごとに独立の存在として活動するもので、会期中
に議決に至らなかった案件は、会期終了とともに消滅し、後の
会期に引き継がれないのが原則です。これを「会期不継続の原
則」といいます。
　ただし、例外として、本会議の議決によって、特定の案件を
継続審査とした場合は、市会閉会中も委員会でその案件を審査
したり、調査することができ、次の会期で改めて提案し直すこ
となく議決することができます。

　本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中
に再び提出することはできないとされており、一つの案件が会
期中に二度審議されることはありません。

会期不継続の
原則

一事不再議の
原則

傍聴

●問合せ先　議会局秘書広報課　☎（671）3040
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